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今年度要求のポイント
（老人集会所・室）
高齢化社会の中、高齢者が教養の向上やレクリエーション等の活動を通じて、
お互いの交流を図る身近な拠点施設を整備することにより、高齢者の生きがい
づくりや介護予防に資することを目的とする。
（緊急通報システム・日常生活用具・ふれあいデイサービス等）
ひとり暮らし高齢者等の在宅生活を支援するため、サービス提供を行う。

項目

960

老人集会所・室が設置されていない校区又は
老人集会所の廃止が予定されている校区に
おいて、老人集会室の整備補助を進める。

【今後（27年度～）】

その他　特記事項

今後、市立老人集会所については新たな整備は行
わない。市からの補助金を活用して地域住民が自
主的に高齢者の活動拠点として設置運営する「老
人集会室整備運営補助事業」に転換していく方針で
ある。

スケジュール（経過及び今後展開）

合計 3,2103,210

その他

30 30 各事業通信運搬費

192 192 老人集会所運営業務

20 車椅子等修繕料

4 事務用品等

15 出張旅費

平成25年度予算額 平成26年度要求額

全体事業費

26年度要求額

老人集会所委託　３か所（＠64,000円）、老人集会室補助　１５か所（＠
64,000円）については、昨年度と同額の要求を行う。また、その他高齢者福祉
関係事務に必要な経費の要求を行う。

役務費　通信運搬費

主な要求内容 （単位：千円）

賃金

老人集会室運営補助金

委託料

960

需用費　修繕料 20

補助金

1,989 短期臨時職員賃金

内容・積算等25年度予算

1,989

普通旅費

事 業 費

4

老人集会所・室が設置されていない校区
又は老人集会所の廃止が予定されている
校区において、老人集会室の整備補助を
進める。

老人集会所・室が設置されていない校区
又は老人集会所の廃止が予定されている
校区において、老人集会室の整備補助を
進める。

【経過（～25年度）】 【26年度】

（老人集会所・室）
老人集会所（堺市立）は、校区老人クラブ連合会等に運営を委託。
老人集会室（地域所有）は、校区老人クラブ連合会等に運営に係る補
助金を支出。
（緊急通報システム・日常生活用具・ふれあいデイサービス等）
各事業で申請等があった際の決定通知書等を送付する通信運搬費。
日常生活用具は、車椅子の貸し出しを行っており、その修繕料及び消
耗品

需用費　消耗品費

事業目的

事業内容

整理番号 215 - 028

高齢者福祉事務管理経費（本庁）関連事業

事 業 名 高齢者福祉事務管理経費（南区）

15

2 局・課名 南区役所　地域福祉課

3,2103,2104,087

区分
その他一般施策

事業期間 　H　～　H　　

平成24年度決算額

(単位　千円)

マスタープラン
３つの挑戦

－
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